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■記載上の留意事項
１　１の「（１）将来の農業経営又は農業従事の態様の構想」は、就農に必要な農業技術等の習得、就農時に

おける農業経営の目標等の位置付けや必要性が明らかになるよう、就農計画の作成時において構想してい
る自らの将来の農業経営を記載する。（農業法人の雇用者及び農業経営を営む個人の世帯員（同居の親族）
として農業に従事しようとする者（以下「農業法人の雇用者等」という｡ ) にあっては、独立後の自らの農
業経営又は農業法人等における農業従事の態様の構想について記載する。）

２　１の「（１）申請時の就農先の経営概況」は、申請時（就農前）の就農先の経営全体の概況を記入する。
３　１の「（３）就農時における目標」では、

ア　就農予定地については、市町村名を記入する。
イ　就農・経営形態については、自営による個人経営、親の経営とは別の部門経営、リース農場による個

人経営、農業法人等の構成員、農業法人等の雇用者等を記載する。
ウ　「経営規模」の欄以下の欄については、就農時と経営開始後おおむね５年間に達成すべき農業経営及び

農業労働力の目標について記載する。   
エ　経営規模については、賃借、作業受委託等による場合は、その旨記載する。
オ　農業労働力については、申請者本人については必ず記載することとし、その他の従事者については参

考として記載する。                                          
カ　農業法人等の雇用者等にあっては、（２）の「経営規模」以下は記載する必要はない。ただし、農業労

働力の欄は、申請者本人については必ず記載する。            
４　２の「（１）過去の農業教育・研修経験」では、

ア　学校教育・施設研修については、農業高校、農業者研修教育施設（県農業大学校）、民間研修教育施設
等における教育・研修を記載する。                            

イ　農家等実務研修・農業法人等における農業従事については、農家等における実務研修経験者は、研修
先等の名称には、研修先の農家氏名等とともに、その研修先の紹介機関（例：農業振興事務所、（社）国
際農業者交流協会等）があれば、併せて記載する。現に農業法人等の従業員として農業に従事している
者は、研修先等の名称には、農業法人等名を、研修等内容には、仕事内容、取扱作物等を記載する。

　　また、所在地については、海外研修にあっては、国名を記載する。
５　２の「（２）研修計画」は、①②③のうち、該当する研修先について記入する。（複数記入可能。）
６　２の「（２）①県農業大学校等による研修の場合」では、名称は○○県農業大学校等の具体的名称を記載

する。また、研修教育内容は、研修しようとする作目、技術、経営等を具体的に記載する。
７　２の「（２）②農家等による研修の場合」では、上記の４のイと同様に記載する。
８　２の「（２）③普及指導員等による研修の場合」では、研修先が実家の場合にあっては、指導機関等の名

称にその旨を併せて記載する。
９　２の「（３）就農準備計画」については、就農先調査、資格取得、就農地への転居等の別にそれぞれ内容

を記載する。 
10　３の「（１）経営開始のための事業計画」では、機械・施設の導入、リース農場の利用、農用地の購入・

賃借等について、内容を記載する。なお、農業法人の雇用者等にあっては本欄は記載する必要はない。
11　３の「（２）資金調達計画」のうち「経営開始」は、農業法人等の雇用者等にあっては記載する必要はない。 
12　４の「（１）経歴」は就農計画の作成者となり得る経歴を記載する。 
13　４の「（２）知識及び技能の内容」は、（１）の経歴に掲げた職務内容で得た知識及び技能で農業経営に

活用できるものについて記載する。 
14　５の「（１）研修を兼ねた農業関連事業等従事計画」は、青年が県農業大学校等や先進農家等での研修終

了後引き続き研修を兼ねて農業関連の試験研究又は事業等に従事する場合に記載することとし、「関連事業
等従事で習得しようとする技術等」は、農業関連事業等従事によって得ようとする技術、経営方法等を記
載すること。 

15　５の「（２）学卒就農、Ｕターン就農、新規参入の別」は、該当するものを記入する。
16　５の「（３）農地の取得状況」は、就農計画を実行するために新たに農地取得が必要な場合のみ、該当す

るものを記入する。 
17　５の「（４）その他」では、関係団体による就農支援活動の活用等について記載する。


